
早良区のまちづくり

まちづくりの方向性

西新 室見川上流域（野河内渓谷）

西新・藤崎では、シーサイドももちとともに、商業・行政機能の集積や交通結
節機能の高さを生かした福岡市西部の拠点の形成を図ります。また、野芥で
は、日常生活に必要な商業機能などの諸機能の集積や地下鉄七隈線や外環状
道路を生かした拠点の形成を図ります。

シーサイドももちでは、情報関連産業の集積拠点の形成や、文化・エンター
テインメントなどの既存資源を生かした観光・MICEの拠点の形成を図り
ます。

市街化調整区域では、自然環境や農地等の保全に努めるとともに、地域コ
ミュニティの維持・活性化に向けた定住化の促進、観光振興等による地域活
性化などに取り組みます。

地域の実情に応じた生活交通の確保、公共交通や道路のバリアフリー化の
推進など、すべての人にやさしい安全・安心な交通環境づくりなどに取り組
みます。

脊振山系や室見川などでは、豊かな自然環境を保全するとともに、市民が身
近な自然に親しみ、ふれあい、憩える場として活用を図ります。

住宅地では、地域特性に応じたみどり豊かで良好な住環境や魅力的な景観
づくりに取り組み、快適で心豊かに住み続けられる日常生活圏の形成を図
ります。

室見川などにおいて浸水対策を進めるなど、安全・安心に暮らせるまちづく
りに取り組みます。
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　全体構想における「将来の都市構造」をもとに、区内の各地域の特性に応じて、拠点・ゾーン・軸に
分類し、まちの将来像やまちづくりの主な視点などについて、以下のとおり整理します。
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将来像とまちづくりの視点

<拠点など>

○ 商業・業務機能などの誘導
○ 商店街の活性化
○ 交通結節機能の充実・強化
○ シーサイドももち地区との回遊性の向上
○ 連続性のある街並みや緑化などによる
　 都市景観の形成

○ 行政サービスの中心地としての機能充実・強化
　 や多様な施設間の連携
○ 商業・業務機能などの誘導
○ 商店街の活性化
○ 交通結節機能の充実・強化
○ シーサイドももち地区との回遊性の向上
○ 連続性のある街並みや緑化などによる
　 都市景観の形成

○ 良好な業務環境の維持・向上
○ 情報関連産業などの業務機能などの誘導
○ 西新・藤崎地区との回遊性の向上
○ 地区全体のみどりのネットワークの形成

（野芥）
○ 地下鉄七隈線を生かしたまちづくり
○ 日常生活に必要な商業機能などの誘導
○ 商店街の活性化
○ 交通結節機能の充実・強化

まちづくりの主な視点まちの将来像拠点・ゾーン・軸

　西新・藤崎・シーサイ
ドももちを核として、
交通結節機能の高さを
生かし、商業・業務機能
や市民サービス機能な
どの諸機能が集積した
福岡市西部の拠点

　日常生活に必要な商
業機能や市民サービス
機能などの諸機能が集
積した地域の拠点

○ 情報関連産業機能の誘導
○ 観光・MICEの振興
○ 西新・藤崎地区との回遊性向上

○ 日常生活に必要な商業機能などの誘導
○ 安全・安心な交通環境づくり

（シーサイドももち）
　情報関連産業の集積
拠点及び文化・エンター
テインメントなどの既存
資源を生かした観光・
MICEの拠点

　近隣住民が日用品の
買い物をする店舗など
が集積する賑わいのあ
る便利なまち

商業核

西部広域拠点
（西新・藤崎・
シーサイドももち） 行政核

地域拠点

魅力・活力
創造拠点

業務核

生活商業地
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<拠点など>

○ 沿道の有効利用
○ 後背地などの周辺環境への配慮
○ 交通ネットワークの充実・強化
○ 連続性のある良好な街並みの形成

まちづくりの主な視点まちの将来像拠点・ゾーン・軸
　福岡市の骨格となる重要な交
通ネットワークを受け持つ道路
の沿道に商業・業務・サービス施
設や中高層住宅などが連続した
沿道の市街地

　幹線道路沿道に商業・業務・
サービス施設や中高層住宅など
が連続した沿道の市街地

都市軸

沿道軸

<環境資源などを保全・活用するエリア>
まちづくりの主な視点まちの将来像ゾーン・軸

　都市の環境保全と福岡らしい
風景を形成するとともに、市民
の憩いの場となる森林、丘陵地

　室見川など、都市に美しい景
観と身近な潤いを創出するとと
もに、市民の散策・憩いの場とな
る水辺空間

　連続する緑地と水際空間を形
成するとともに、市民の憩いの
場となる海浜公園

みどりの輪・
みどりの帯
（森の緑地環・
緑の腕）

博多湾水際帯

○ 脊振山系や油山などの豊かな自然の活用
○ 生物多様性の保全・回復・創出

○ 河川沿いの緑化など美しい都市景観の形成
○ 親水性の向上
○ 生物多様性の保全・回復・創出
○ 安全で快適な都市基盤の整備

○ みどりの連続性の確保
○ 生物多様性の保全・回復・創出

河川緑地軸

※「みどりの輪・みどりの帯（森の緑地環・緑の腕）」、「博多湾水際帯」の位置・範囲は、第3章全体構想「みどりづくりの
　基本的な方針（みどりの将来像図）」参照。
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<土地利用などの現況から市街地を類型化したエリア>

○ 良好な居住環境の形成
○ 居住環境と調和した商業・業務機能の誘導
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進

まちづくりの主な視点現況ゾーン

　住宅を中心に商業施設・
業務施設が立地する市街地

○ 中高層住宅地としての良好な居住環境の形成
○ 生活利便性の確保
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進
○ 住宅の老朽化への対応

　大規模な住宅団地などの
中層住宅や高層住宅が立地
する住宅地

○ 低中層住宅地としての良好な居住環境の形成
○ 生活利便性の確保
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進
○ 住宅の老朽化への対応

　戸建住宅などの低層住宅
が大部分を占めるが、一部
中層住宅などが立地する住
宅地

○ 低層住宅地としての良好な居住環境の形成
○ 生活利便性の確保
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進
○ 住宅の老朽化への対応

　主として戸建住宅などの
低層住宅が立地する住宅地

○ 豊かな自然環境と農地の保全
○ 既存集落の環境保全と定住化の促進
○ 農林業などの地域産業振興
○ 豊かな自然環境などを生かした地域の魅力向上
○ 安全・安心な交通環境づくり

　市街化調整区域で農地が
広がり、集落などが分布す
るまち

○ 森林などの保全・活用と管理活動の充実
○ 無秩序な開発の抑制

　脊振山系の豊かな自然環
境を有する森林空間

低中層住宅ゾーン

複合市街地ゾーン

低層住宅ゾーン

農業・集落ゾーン

山地・丘陵地

中高層住宅ゾーン
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